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開 会 時 刻  午後１時 

 

 それではただいまから、平成２７年第７回教育委員会定例会を開催いたし

ます。 

 日程第１、署名委員を決定します。石井委員と尾上委員にお願いします。 

 続いて日程第２、教育関係事務報告にまいります。教育委員会後援名義の

使用承認についての報告をお願いします。 

 

 教育委員会の後援名義の承認についての報告を、教育推進課から１件、指

導室から２件させていただきます。お手元の資料をごらんください。 

 １点目、教育推進課でございます。行事名は、第２１回伝統工芸藍形染展

でございます。申請者は松原染織工房の松原氏でございます。事業目的でご

ざいますが、伝統工芸の保護育成と、伝統工芸作品を広く区民の方に理解し、

親しんでいただくための作品発表展示会というものであります。教育委員会

での後援名義は２１回、同時に江戸川区の後援の開催としても２１回目とい

うものでございます。 

後援内容につきましては、教育委員会の後援名義の使用、広報えどがわの

掲載、ホームページに掲載というものであります。実施日時でございますが、

平成２７年５月１９日から２４日、場所はタワーホール船堀展示ホールの１、

対象は一般区民でございます。経費の徴収につきましては、出品料といたし

まして１点１万円、入場者については、入場無料でございます。賞状、副賞

等につきましては、特にございません。１点目については、以上でございま

す。 

 

 ２点目でございます。第８回全日本知的障害児・者サッカー競技会につい

てでございます。後援回数は７回目となります。毎年、知的障害児・者への

サッカーを通じて、地域社会への理解、福祉の向上を目的として開催してお

ります。平成２７年１０月１８日、江戸川区陸上競技場にて予定しており、

団体参加費は１，０００円、個人参加費は５００円です。昨年度からの変更

はございません。 

 続きまして、３点目の第５回ひだまりコンサートにつきましては、後援回

数は５回目でございます。毎年、知的障害児・者と関係者を、音楽を通じて

結びつけ、親交を深めるきっかけとすることを目的として開催しております。

平成２７年６月１３日、江戸川区総合文化センターで予定しており、経費の

徴収は、前売り５００円、当日８００円です。昨年度からの変更はございま
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せん。以上です。 

 

 今、教育推進課長から１点、指導室長から２点の後援名義の使用申請の説

明がありましたが、何か質問、ご意見ございますでしょうか。 

 

 １点目ですが、経費の徴収については、これは出品料だけかかるというこ

とでしょうか、いかがでしょうか。 

 

 これは出品料が１点１万円ということでございまして、一般の方がごらん

になるのには、入場は無料でございます。 

 

 よろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

 ２点目のフェスタなんですけども、これは参加団体がかなり増えていると

伺ったことがあるのですけど、何団体ぐらいあるのですか。 

 

 団体数は、こちらの手元にないのですが、前回がサッカーのほうが１，６

００人参加しております。 

 

 ありがとうございました。 

 

 よろしいでしょうか。 

 

 １点目でございますが、この松原工房が主催者ということですけども、松

原工房の方だけでなくて、一般の方も、この展覧会の出品というのはあるの

でしょうか。 

 

 この松原さんという方が、今、区の伝統工芸の指定を受けている方で、技

術をお持ちの方です。この方の息子さん、それからおい子さんというのでし

ょうか、そういう方も一緒にやられています。そういう方々がお弟子さんを

お持ちになりまして、そこで教えていただいている方々も、ここに出品をさ

れる。その方々については１万円を出していただくということで、ちなみに

昨年は１９点が、そのお弟子さんから出品されました。 
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 ですので、収入という点では１９万円が収入で入ってきているという報告

が入っております。 

 

 ２点目ですが、事業目的で書かれている内容が理解しにくくて、例えば２

行目でいきますと地域社会への理解と書いてありますが、そうすると、知的

障害の方が地域社会を理解するというふうに取れるのですけども、でもそう

ではなくて、地域社会が知的障害の方を理解するというようなことだと思い

ます。 

 

 ちょっと誤解を招く表記になっておりますので、地域社会における相互理

解、福祉だというふうに思いますので、工夫したいと思います。 

 

 これは直すということですね。お願いいたします。 

 他にございますか、よろしいでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 では、ただいまの報告事項を一部訂正の上で了承させていただきます。 

 次に、平成２７年度学級編成についての報告をお願いします。 

 

 お手元の資料をごらんいただきたいと思います。平成２７年度学級編成（４

月１日現在）ということで、通常学級の児童生徒数、学級数がまとまりまし

たので、報告をさせていただきます。 

 今年度、小学校につきましては児童数が３万４，９２７名ということで、

学級数は１，１４０学級。中学校については１万６，１８３人で、４５４学

級となります。前年との比較では、小学校の児童が２９２人の減、中学生は

８８人の減ということで、学級数のほうは、ほとんど横ばいというような状

況であります。 

 また２番のところの１学級当たりの平均の児童生徒数については、昨年よ

りも若干規模が小さくなっているような状況です。 

 ３番目のところに過去５年間の児童生徒数の推移ということで表に出しま

したけれども、小学校のほうは平成２２年度から６年続けて減少しておりま

す。中学校のほうは平成２６年度まで、前年まで若干増加をしていたけれど

も、今年度減少に転じたという状況になっています。説明は、以上でござい

ます。 
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 それでは、今の報告について、質問、ご意見ございますでしょうか。 

 

 質問というのではないですが、中学校は今年度からは減っていくという傾

向なんですね。 

 

 小学校の、これまでの状況がだんだん上に上がってくるものですから、こ

れからは小学校と同じように中学校も減っていくと推計をしているというこ

とです。 

 

 わかりました。 

 

 小学校の学級数についてお伺いしたいのですが、生徒数は減って、でも学

級数は一つ増えているということは、恐らく人数が少ない学級というのが増

えているようにも思うのですが、例えば１０人台の学級、１クラス十数人と

いうようなクラスは、どのぐらいあるのでしょうか。 

 

 わかりますか。 

 

石井委員のおっしゃる１０人以下の学級の数ですけれども、４０人で分割

しても２０人と２１人までしか下がりませんので、もうかなり規模の小さい

学校だけにしか、そういった学級というのは生まれないことになります。そ

うすると、今どこで生まれているかというと、今、学校統合を進めている平

井第二小学校は、１年生が８人で２年生が９人ですから、そこは１０人以下

の学級が二学級あります。同じように清新第二小学校についても、１年生が

５人しかおりませんので、ここは１０人以下は１年生だけで、２年生以上は

十人ちょっと、みんな平井二も清新にもおりますので、清新二が１年生１学

級。それから、もう一つ上一色小学校も、今年１年生が８人しか入りません

でしたので１学級ありますので、ざっと見た形では４学級だけ１０人切る学

級が江戸川区の中で生まれているのだと思います。 

 

 他にございますでしょうか、よろしいでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 それでは、ただいまの報告事項を了承することといたします。 

 次に、新規採用教員及び期限付任用教員の採用状況についての報告をお願

いします。 

 

 ４月１日付で新規採用教員は、小学校で１１０名、中学校で４９人、合計

１５９名です。この中には、昨年度期限付任用教諭で今年度正規教員となっ

た２０名を含んだ数。それから、続きまして期限付任用教員、本日現在で小

学校５６名、中学校２１名、合計７７名を任用しております。先ほどの正規

の新規採用教員と今ご報告した期限付任用教員を合わせますと２３６名とな

ります。今後、小学校３名、中学校２名の採用、さらに追加で見込んでおり

ます。これが今年度の状況でございます。 

 昨年度、新規採用が１１７名、期限付が５７名、合計で１７４名でしたの

で、昨年度と比較しますと１．４倍程度と、かなり大きな見込みとなってお

ります。校種別に見ますと、小学校は新規の採用の期限付を合わせると、昨

年度は１１９名、今年度は１６９名、５０名増となります。これも東京都全

体の傾向として、２３区東部地区への異動者数が例年よりかなり少なくなっ

たという結果であります。それから中学校は、正規の採用と期限付を合わせ

ますと、昨年度は５５名、今年度は７２名の見込みで、中学校のほうは１７

名の増でございます。これは例年より数学、英語の欠員数が多いと、期限付

の教員が都教委から提示されず、さらに特任といいますか、新規でも期限付

でもない教員を採用している状況がございます。 

 いずれにしても安定した学校経営を行うために、採用する数にかかわらず、

どの学校においても組織的な人材育成をすることが求めているところでござ

います。以上でございます。 

 

 今の報告につきまして、何か質問、ご意見、ございますでしょうか。 

 

 期限付の任用の方は、大学でもって教員課程、教職課程、教育原理とか教

育心理とか、そういうものはきちんと取られている、そういう方ということ

でしょうか。 

 

 全て教育免許を持っております。当然、大学、大学院等で教職課程を修了

している者です。 

 

 今、室長のほうから今年１５９名、小・中の合計の発表があったのですけ
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ど、その内数で、去年期限付で採用されたのが２７名。 

今年度小学校で５６名、中学校で２１名、計５７名が期付ですよね。昨年

も大体同じようなものだとは思うのですけど、２７名しか合格できなかった

ということは、非常に深刻だと思うのです。期限付であっても江戸川区にお

見えいただいて、１年間やってきて、合格率が半分以下。この辺について何

か、何か所見というか、もしあれば。 

 

それにつきまして、やはり学校現場といたしましても、期限付教員をいか

に育成するかというのは大きな課題でございまして、学校でも、新規採用教

員と同じように育成を図っていくところでございます。 

 

 今年、新規採用教員の入区式に同席させていただいたのですが、この実績

を見ると、非常に正規合格にならない方が多いと感じております。これはや

っぱり大きな課題だと思うのです。江戸川区に来てもらって、それを人材育

成していくという観点で、何とかしていかないとまずいのかなと思っている

のです。 

 

 ご指摘はよくわかるのですけど、例えば他区との比較等で、どうなのか。

当区を愛して親しんで来たという人は必要だと思うのですけど、合格率的な

ものを他区との比較というのはあるのでしょうか。 

 

 全都的に期限付教員の合格率といいますか、年々厳しくなっております。

期限付だから、そのまま合格させるということではなくて、やはりきちんと

ベース以上のものということで、都教委が採用をやっているというふうに聞

いております。 

 

 全体的に厳しくなっているということですか。 

 

 はい。 

 

 各校長先生方も、いろいろ悩まれている点だと思うのです。せっかく江戸

川区に来ていただいて、小学校では期限付でも担任になるケースは、ありま

すよね。 

 

全く同じ異動ですから、新規でも、期限付でも。ほとんどの場合は、担任
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を持っております。 

 

 ですから、得た人材を何とか正規合格にできるような、校長先生が考える

ことだと思うのですけれども、そういう意識を私たち自身も持っておく必要

があるのだろうなと思っています。 

 

 今、担任を持つと伺ったので、これというのは保護者の皆さんなんかは、

この先生がそういう先生であることをお知らせするみたいなことってあるの

でしょうか。 

 

 それは学校の校長の判断かなと思いますが、一般的には、わざわざこの教

員は正規です、この教員は期限付ですというお知らせはしていかなと思いま

す。 

 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまの報告事項を了承させていただきます。 

 次に、いじめ電話相談についての報告をお願いします。 

 

 いじめ電話相談の３月分でございます。いじめに関する電話相談は１件で

ございます。小学校５年生の男子の保護者からの相談です。相談内容は、言

葉によるいじめがあったという保護者からの相談がございました。 

以上でございます。 

 

 それでは、このことに関して質問、ご意見ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは、ただいまの報告事項を了承いたします。 

 以上をもちまして、平成２７年第７回教育委員会定例会は終了します。お

疲れさまでした。 

 

 

閉会時刻 午後１時３８分 

 

 

 

 
 


